
 

 

 

 

 

 

 

岐阜県ギャンブル等依存症対策推進計画 

（案） 

 

令和 3 年度～令和 5 年度 

(2021 年度～2023 年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐 阜 県 

令和３年３月 

 

 

  



  

目 次 

 

 

第１章 基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

    １ 計画の趣旨 

    ２ 基本理念 

    ３ 計画の位置づけ 

    ４ 計画期間 

    ５ 国、地方公共団体、関係事業者、国民（県民）等の責務 

    ６ ギャンブル等依存症の定義 

 

第２章 現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

    １ ギャンブル等依存症に関する状況 

      （１）ギャンブル等依存症が疑われる人の推計値 

      （２）ギャンブル等依存症に関する外来・入院患者数 

      （３）ギャンブル等依存症に関する相談状況 

      （４）相談・治療・回復支援機関機関設置状況 

    ２ ギャンブル等の環境に関する状況 

      （１）公営競技の状況 

（２）遊技場店舗の状況 

    ３ ギャンブル等依存症関連問題の状況 

      （１）ギャンブル等依存症関連問題による周囲への影響 

    ４ 本県のギャンブル等依存症対策の課題 

      （１）正しい知識の普及啓発 

      （２）相談及び医療体制の整備 

      （３）関係機関との連携による支援 

 

第３章 基本的施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

    １ 基本目標と基本方針 

      （１）ギャンブル等依存症の予防及び正しい知識の普及 

      （２）誰もが相談できる相談窓口と必要な支援につなげる相談支援体制の整備 

      （３）ギャンブル等依存症で悩む方が適切な医療を受けるための医療体制の 

強化 

      （４）ギャンブル等依存症で悩む方が円滑に回復、社会復帰するための支援

体制づくり 

      （５）関係事業者（競馬等施行事業者）による取組の実施 

      （６）連携体制及び人材育成による基盤整備の強化 



    ２ 具体的な取組（基本施策） 

     Ⅰ 予防教育・普及啓発（発症予防） 

      （１）若年層を中心とした予防教育・啓発 

      （２）広報等による正しい知識の普及と理解の促進のための普及啓発 

      （３）不適切なギャンブル等の誘因防止 

     Ⅱ 相談・治療支援（進行予防） 

      （１）ギャンブル等依存症の本人及び家族に対する相談支援の充実と相談支

援につなげるための取組の強化 

      （２）ギャンブル等依存症に対する医療の充実 

     Ⅲ 回復・社会復帰支援（再発予防） 

      （１）回復支援プログラムの実施 

      （２）民間団体の活動と連携による支援 

      （３）回復支援・社会復帰に関する相談・支援対応の充実 

     Ⅳ 関係事業者の取組 

（１）広告・宣伝 

（２）アクセス制限等 

（３）相談・治療につなげる取組 

（４）依存症対策の体制整備 

     Ⅴ 関連問題に対する取組 

      （１）多重債務問題への取組 

      （２）違法なギャンブル等の取締りの強化 

    ３ 重点施策 

      （１）ギャンブル等依存症の正しい知識の普及と理解の促進のため、県民向

け啓発活動を実施（重点①） 

      （２）ギャンブル等依存症の本人及び家族に対する相談支援の充実と相談支

援につなげるため、依存症相談拠点と各種関係機関との連携による支

援強化（重点②） 

      （３）ギャンブル等依存症に対する医療の充実（重点③） 

（４）自助グループなど民間団体の活動支援（重点④） 

（５）依存症対策の体制整備（連携等）（重点⑤） 

      （６）人材の育成・確保（重点⑥） 

 

第４章 基盤整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

    １ 連携体制 

      （１）関係機関との連携強化 

      （２）関係する計画との連携強化 

    ２ 人材育成及び確保 

      （１）相談機関への人材育成 

      （２）医療機関への人材育成 

３ 推進体制 



      （１）岐阜県ギャンブル等依存症対策協議会 

      （２）岐阜県依存症地域支援連携会議 

      （３）岐阜県依存症地域支援連携会議（分科会）  

用 語 集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

    資料１ ギャンブル等依存症対策基本法 

    資料２ ギャンブル等依存症対策推進基本計画【概要】 

    資料３ 岐阜県ギャンブル等依存症対策協議会設置要綱 



- 1 - 

 

 

第１章 基本的事項 

 

１ 計画の趣旨 

 

ギャンブル等依存症は、本人が依存症であるという認識を持ちにくいうえ、多重債務問

題など日常生活や社会生活に様々な問題を生じさせ、家族等へも深刻な影響を及ぼすこと

から、重大な社会問題となっています。 

そうした中、平成30年10月、ギャンブル等依存症対策基本法（以下「基本法」という。）

が施行され、各都道府県において、地域の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に

関する計画を策定するよう努めることとされました。 

本県では、国の基本計画を踏まえ、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進

するため、ギャンブル等依存症に関わる関係者で構成する岐阜県ギャンブル等依存症対策

協議会を設置し、専門的知見を聞きながら本県の実情に即した岐阜県ギャンブル等依存症

対策推進計画（以下、「県推進計画」という。）を策定しました。 

今後は、この計画に基づき、関係機関と連携して、ギャンブル等依存症の予防、相談、

治療、回復、社会復帰の各段階に応じた切れ目のない支援を行うことで、ギャンブル等依

存症により不幸な状況に陥る人がなく、誰もが健康で安心して暮らすことのできる健全な

社会の実現を目指します。 

 

  

 

２ 基本理念 

  

ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策等を適切に実施す

るとともに、ギャンブル依存症により引き起こされる多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪

等の問題に対しても、これらの問題に関する施策との連携により改善を図るよう配慮して

いくことで、根本的な解決につなげ、ギャンブル等依存症を有する者又はその疑いがある

方やその家族をはじめ、全ての県民が、人とのつながりを大切にし、日常生活及び社会生

活を円滑に営むことができるよう支援していきます。 
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３ 計画の位置付け 

 

この計画は、基本法第１３条第１項の規定に基づき、都道府県計画として策定するもの

であり、本県のギャンブル等依存症対策における基本的な計画として位置づけます。 

なお、この計画は、ＳＤＧｓの達成に向けた取組みの推進についても、本県の実情を踏

まえ反映しました。 

 

 

 

４ 計画期間 

  

県推進計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

 

 

 

５ 国、地方公共団体、関係事業者、国民（県民）等の責務 

 

基本法第５条から９条では、国、地方公共団体、関係事業者、国民、ギャンブル等依存

症対策に関連する業務に従事する者の責務として次のように定めています。 

 

（１）国 

基本法の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、実施する。 

 

 

（２）地方公共団体 

基本法の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつ

つ、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。 

 

 

（３）関係事業者 

  国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、その事

業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等（発症、進行及び再発の防止を

いう。以下同じ。）に配慮するよう努める。 

 

 

（４）国民（県民） 

  ギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に

必要な注意を払うよう努める。 
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（５）ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者 

  国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存

症の予防等及び回復に寄与するよう努める。 
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６ ギャンブル等依存症の定義 

 

（１）法的定義 

基本法では、ギャンブル等依存症を、「ギャンブル等（法律の定めるところにより行

われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。）にのめり込むこと

により日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」と定義されています。 

 

 

（２）医学的定義 

現在、国内の医療機関等で汎用されている精神科診断基準には、ICD※1及びDSM※2があ

り、ギャンブル等依存症はこれらの基準に基づいて診断されています。ICD-10での分類

では「病的賭博」に、DSM-５での分類では「ギャンブル障害（Gambling Disorder）」

に位置づけられています。 

 

 

（３）本計画におけるギャンブル等依存症 

本計画では、医学的定義における「「病的賭博」「ギャンブル障害」の状態にある者」

も含め、ギャンブル等にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じてい

る状態にある方を法的定義におけるギャンブル等依存症である方とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 世界保健機関（WHO）が身体・精神疾患に関する世界共通の分類確立を目指して作成した「国際疾

病分類」のこと。「病的賭博（F63.0）」は、ICD-10での分類に位置づけられ、①持続的に繰り返

される賭博、②貧困になる、家族関係が損なわれる、そして個人的生活が崩壊するなどの不利な社

会的結果を招くにもかかわらず、持続し、しばしば増強する等に該当する。  

※２ アメリカ精神医学会が作成した精神疾患の診断基準である「精神疾患の分類と診断の手引き」   

のこと。「ギャンブル障害」は、DSM-５での分類に位置づけられ、①興奮を得たいがために、賭け

金の額を増やして賭博をする要求がある、②賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰っ

てくることが多い等、臨床的に意味のある機能障害又は苦痛を引き起こすに至る持続的かつ反復性

の問題賭博行動を示す場合が該当する。 

 

 

 

法的定義：ギャンブル等依存症の状態にある者 

※ギャンブル等にのめり込むことにより 

日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者 

医学的定義：「病的賭博」「ギャンブル障害」の状態にある者 
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第２章 現状と課題 

 

１ ギャンブル等依存症に関する状況 

  

（１）ギャンブル等依存症が疑われる人の推計値 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）が実施した「国内のギャンブル

等依存に関する疫学調査（平成２９年９月２９日全国調査結果の中間とりまとめ）」に

よると、国内の「過去１年以内のギャンブル等依存症が疑われる者」の割合は、成人の

０．８％（７０万人）と報告されています。 

これを岐阜県の成人人口（令和２年４月１日岐阜県人口動態統計調査）で換算すると、

県内で過去１年以内のギャンブル等依存症が疑われる者は、約１万３千人と推計されま

す。 

 

 

（２）ギャンブル等依存症に関する外来・入院患者数 

  本県の外来患者数については増加傾向にあります。入院患者数については、10名以下

となっています。 

 

  表 2-1-1 近年のギャンブル等依存症外来・入院患者の推移 

（単位：人） 

 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 

外来患者 0-9 30 61 87 

入院患者 0-9 0-9 0-9 0-9 

【出典：精神保健福祉資料（厚生労働省）】 

※少ない数値の表示：患者数が 0-9 人の場合は特定数の表示が不可となっています。 

 

＜参 考＞ 

 表 2-1-1（参考） 近年の依存症外来・入院患者数の推移 

（単位：人） 

 種  別 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 

外 来 

アルコール依存症 1,218 1,244 1,256 1,324 

薬物依存症 125 110 110 165 

ギャンブル等依存症 0-9 30 61 87 

入 院 

アルコール依存症 406 375 384 392 

薬物依存症 22 19 23 38 

ギャンブル等依存症 0-9 0-9 0-9 0-9 

【出典：精神保健福祉資料（厚生労働省）】 

※少ない数値の表示：患者数が 0-9 人の場合は特定数の表示が不可となっています。 
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（３）ギャンブル等依存症に関する相談状況 

本県のギャンブル等依存症に関する相談支援については、岐阜県精神保健福祉センタ

ー、保健所及び市町村の相談窓口において、本人及びその家族からの相談に来所及び電

話で対応しており、その状況については次のとおりです。 

 

 表 2-1-2 相談件数（来所及び電話）         

（単位：人） 

 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

県精神保健福祉センター 26 72 139 56 24 

 内 電話相談件数 24 72 138 53 24 

県内保健所 7 7 11 15 6 

 内 電話相談件数 2 4 9 8 4 

県内市町村 9 9 35 4 3 

 内 電話相談件数 2 5 20 1 3 

合 計 42 88 185 75 33 

 内 電話相談件数 28 81 167 62 31 

【出典：衛生行政報告例及び地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）】 

 

 

＜参 考＞ 

 表 2-1-2（参考） 岐阜県精神保健福祉センター相談件数（来所及び電話） 

                                  （単位：人） 

  H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

県精神保

健福祉セ

ンター 

アルコール依存症 47 40 55 114 26 

薬物依存症 20 8 13 9 7 

ギャンブル等依存症 26 72 139 56 24 

県  内 

保 健 所 

アルコール依存症 88 165 130 175 102 

薬物依存症 12 15 28 3 8 

ギャンブル等依存症 7 7 11 15 6 

県  内 

市 町 村 

アルコール依存症 185 166 225 178 145 

薬物依存症 62 6 11 34 7 

ギャンブル等依存症 9 9 35 4 3 

合  計 

アルコール依存症 320 371 410 467 273 

薬物依存症 94 29 52 46 22 

ギャンブル等依存症 42 88 185 75 33 

【出典：衛生行政報告例及び地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）】 
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（４）相談・治療・回復支援機関設置状況 

本県のギャンブル等依存症による支援機関の設置状況については、次のとおりです。 

依存症専門医療機関、自助グループともに圏域の偏りが見られます。 

 

①依存症相談拠点：２機関  <各務原病院、県精神保健福祉センター> 

依存症相談拠点である医療法人杏野会各務原病院においては、依存症相談員を配

置し、依存症に悩む本人及びその家族等からの電話相談を実施しています。また、

依存症相談拠点である県精神保健福祉センターにおいても、依存症相談員を配置し、

依存症に悩む本人及びその家族等からの来所及び電話相談を実施しています。特に、

県精神保健福祉センターにおいては、ギャンブル等にたよらない生き方を取り戻す

ことや、専門医療機関の受診や自助グループの参加への動機づけを目的に回復支援

プログラム（SAT-G※３：島根県ギャンブル障がい回復トレーニングプログラム）を

実施しています。 

 

②依存症治療拠点機関：１機関  <各務原病院> 

依存症治療拠点機関である医療法人杏野会各務原病院においては、治療プログラ

ムの開発を実施しており、実施している集団認知行動療法プログラムのノウハウを、

県内の医療機関・関係機関へ提供することを目的とした見学会を開催しています。 

 

③依存症専門医療機関：１機関  <大垣病院> 

依存症専門医療機関である医療法人静風会大垣病院においては、依存症患者が地

域で適切な医療を受けられるよう医療提供体制を図っています。 

 

 

 表 2-1-3 圏域ごとの相談機関数（令和２年度） 

                                                              （単位：か所） 

 県計 岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 

保健所 8 2 1 2 2 1 

【出典：岐阜県健康福祉部保健医療課調べ】 

     ※相談機関の設置状況 

    保健所：８か所  岐阜保健所、西濃保健所、関保健所、可茂保健所、 

東濃保健所、恵那保健所、飛騨保健所、岐阜市保健所 

 

 

 

※３ SAT-G…島根県ギャンブル障がい回復トレーニングプログラムとは、ギャンブル等にたよらない生活を取り戻

すことを目指したプログラムで、主に「自身のギャンブル等の問題の整理」、「ギャンブル等依存症の

理解」、「ギャンブル等の再開防止に向けた具体的対処と今後への備え」について、ワークブックを用

いて学ぶものです。学んだことを日常生活の中で実践に移していくことで、ギャンブル等によらない

生活の実現を目指します。 
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表 2-1-4 医療機関医療機能一覧（平成２９年度） 

（単位：箇所） 

 
 県 

計 

岐 

阜 

西 

濃 

中 
濃 

東 

濃 
飛 

騨 

病 院 

県内精神科 病院数 26 11 4 4 4 3 

 内 ギャンブル等依存症治療 可 16 4 4 2 4 2 

 内 初期治療のみ可 13 3 2 2 4 2 

内 専門的治療可 3 1 2 0 0 0 

内 ギャンブル等依存症治療 不可 10 7 0 2 0 1 

診療所 

県内精神科 診療所数 40 22 5 6 5 2 

 内 ギャンブル等依存症治療 可 22 11 3 5 3 0 

 内 初期治療のみ可 17 8 3 3 3 0 

 内 専門的治療可 5 3 0 2 0 0 

内 ギャンブル等依存症治療 不可 18 11 2 1 2 2 

【出典：精神保健福祉資料（厚生労働省）】 

 

 

  表 2-1-5 圏域ごとの関係団体数（令和２年度） 

（単位：団体） 

 県計 岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 

自助グループ 4 4 0 0 0 0 

家族会・家族の自助グループ 3 2 0 0 0 1 

【出典：岐阜県健康福祉部保健医療課調べ】 

※ギャンブル等依存症 自助グループの設置状況 

①自助グループ（本人）：４団体 

       各務原病院アローグループ、岐阜ダルク、ＧＡ、ＣＯＤＡぎふ 

②自助グループ（家族）：３団体 

      家族会ステップス、ギャマノン岐阜、ギャマノン下呂白草 
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２ ギャンブル等の環境に関する状況 

 
本県の公営競技については、笠松競馬場（笠松町）が岐阜県地方競馬組合、岐阜競輪場

（岐阜市）、大垣競輪場（大垣市）の２か所が各市により運営されています。場外の投票

券売場としては、笠松競馬場の場外馬券発売所（恵那市）、津競艇場（三重県津市）の場

外舟券売場（養老町）があり、その他インターネット等で購入することも可能です。 

遊技に位置づけられているぱちんこ・スロットについては県内各地において営業されて

います。 

 

表 2-2-1 全国及び県内のギャンブル等施設状況 

場及び店舗（単位：か所） 遊技場設置台数（単位：台数） 

 公 営 競 技 遊 技 

 競馬場 

（場外馬券発売所） 

競輪場 競艇場 

（場外舟券売場） 

遊技場店舗 

（遊技機設置台数） 

岐阜県 1  

(1) 

2  0  

(1) 

163  

(77,590) 

全 国 25  43  24  9,639  

時 点 R1 年 9 月末現在 R1年12月末現在 

【出典：厚生労働省提供資料、全日本遊技事業協同組合連合会ホームページ】 

 

表 2-2-2 県内にある公営競技の状況（令和２年度） 

種別 競技場名（所在地） 競技施行者 

競馬 
笠松競馬場（笠松町） 

岐阜県地方競馬組合 
場外馬券発売所シアター恵那（恵那市） 

競輪 
岐阜競輪場（岐阜市） 岐阜市 

大垣競輪場（大垣市） 大垣市 

競艇 ボートレースチケットショップ養老（養老町） 三重県津市 

【出典：岐阜県健康福祉部保健医療課調べ】 
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（１）公営競技の状況 

 

①笠松競馬場の状況 

入場者数及び発売額は令和元年度に減少していますが、インターネット発売分に

ついては増加しています。 

 

図 2-2-1 笠松競馬場での入場者数及び発売額 

入場者数（単位：千人） 発売額（単位：百万円） 

 

【出典：岐阜県地方競馬組合より提供】 

 

 

表 2-2-3 笠松競馬場での入場者数及び発売額 

入場者数（単位：人） 発売額（単位：千円） 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

入場者数 528,118 530,538 536,642 492,395 

 開催分 94,397 90,621 86,647 81,267 

他場開催分 433,721 439,917 449,995 411,128 

発売額 6,312,383 6,451,018 6,638,237 6,010,512 

 開催分の発売額 1,248,953 1,229,394 1,163,542 1,021,344 

他場開催分の発売額 5,063,429 5,221,623 5,474,694 4,989,167 

【出典：岐阜県地方競馬組合より提供】 
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図 2-2-2 笠松競馬場開催分のインターネット発売による利用者数及び発売額 

利用者数（単位：千人） 発売額（単位：百万円） 

 

【出典：岐阜県地方競馬組合より提供】 

 

 

図 2-2-3 笠松競馬場での発売構成 

単位：百万円 

 

【出典：岐阜県地方競馬組合より提供】 
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②場外馬券発売所シアター恵那（恵那市）の状況 

入場者数は令和元年度に減少に転じ、発売額は平成２９年度から減少傾向です。 

 

図 2-2-4 場外馬券発売所での入場者数及び発売額 

入場者数（単位：千人） 発売額（単位：百万円） 

 

【出典：岐阜県地方競馬組合より提供】 
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  ③岐阜競輪場の状況 

入場者数及び発売額は減少傾向ですが、インターネット発売分については増加し

ております。 

 

 

図 2-2-5 岐阜競輪場での入場者数及び発売額 

入場者数（単位：千人） 発売額（単位：百万円） 

 

【出典：岐阜市より提供】 

 

 

表 2-2-4 岐阜競輪場での入場者数及び発売額 

入場者数（単位：人） 発売額（単位：千円） 

 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

入場者数 556,490 500,296 586,150 556,724 478,252 

 開催分  74,166 66,692 64,434 54,777 51,560 

場外開催分 482,324 433,604 521,716 501,947 426,692 

発売額 8,247,260 7,331,899 7,310,219 7,089,861 6,089,392 

 開催分の発売額 871,063 809,161 719,606 698,499 622,919 

場外開催分の発売額 7,376,197 6,522,738 6,590,613 6,391,361 5,466,473 

【出典：岐阜市より提供】 
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図 2-2-6 岐阜市営競輪におけるインターネット発売による発売額 

単位：百万円   

 

【出典：岐阜市より提供】 

 

 

図 2-2-7 岐阜市の競輪事業での発売構成 

単位：百万円 

 

【出典：岐阜市より提供】 
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  ④大垣競輪場の状況 

競輪場内での入場者数及び発売額は減少傾向ですが、インターネット発売分につ

いては増加しています。 

 

図 2-2-8 競輪場内での入場者数及び発売額（他場開催分を含む） 

入場者数（単位：千人） 発売額（単位：百万円） 

 

【出典：大垣市より提供】  

 

 

表 2-2-5 大垣競輪場での入場者数及び発売額 

入場者数（単位：人） 発売額（単位：千円） 

 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

入場者数 414,145 370,429 307,901 269,661 225,612 

 開催分 48,422 42,128 37,692, 31,934 22,596 

場外開催分 365,723 328,301 270,209 237,727 203,016 

本場発売額 5,155,515 4,611,292 4,036,636 3,678,252 3,271,314 

 開催分の発売額 519,671 444,221 416,628 395,623 267,099 

場外開催分の発売額 4,635,844 4,167,070 3,620,007 3,282,629 3,004,214 

【出典：大垣市より提供】 
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図 2-2-9 主催開催分のインターネット発売による発売額（電話投票を含む） 

単位：百万円 

 

【出典：大垣市より提供】 

 

 

図 2-2-10 大垣市の競輪事業での発売構成 

単位：百万円 

 

【出典：大垣市より提供】 
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  ⑤ボートレースチケットショップ養老の状況 

平成 29 年 3 月 24 日にボートレース津の場外舟券売場としてオープンしており、

本売場において、入場者数は平成２９年度からほぼ横ばいで推移しており、発売額

は増加傾向にあります。 

 

図 2-2-11 ボートレースチケットショップ養老での入場者数及び発売額 

入場者数（単位：人） 発売額（単位：千円） 

 

【出典：三重県津市より提供】   

※平成 28 年度は 8 日間のみ開場 

※令和元年度は令和 2 年 2 月 28 日から 3 月 31 日まで閉場 
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（２）遊技場店舗の状況 

  県内の遊技場店舗数及び遊技機設置台数は減少傾向にあります。なお、令和元年 12

月末日現在の本県の店舗数及び遊技機設置台数を 18 歳以上の人口（平成 27 年度国政調

査 平成 27 年 10 月 1 日現在人口）10 万人対で全国平均と比較すると、人口 10 万人対

の店舗数は、全国 9.1 店舗 本県 9.6 店舗、遊技機設置台数は全国 3,953 台、本県 4,592

台であり、共に全国平均よりやや上回っている状況です。 

 

表 2-2-14 本県での遊技場店舗数び遊技機設置台数 

 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R 元年 

店舗数（店舗） 204 194 180 169 163 

台 数（台） 84,781 83,816 78,931 79,287 77,590 

【出典：全日本遊技事業協同組合連合会ホームページ】 

※各年１２月末日現在の数値   

 

図 2-2-12 本県での遊技場店舗数び遊技機設置台数 

                  店舗数（単位：店舗） 台数（単位：台） 
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３ ギャンブル等依存症関連問題の状況 

 

（１）ギャンブル等依存症関連問題による周囲への影響 

一般的に、ギャンブル等依存症に関連して次のような問題が生じるおそれがあります。

いずれも本人だけでなく、家族をはじめとする周囲に深刻な悪影響を与えるため、重症

にならないうちに対応することが期待されます。 

 

ア 多重債務 

賭け金を確保するために借金を重ねることがあります。 

 

イ 家庭生活への影響 

生活困窮、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、離婚、児童虐待などの家庭内

の問題が生じることがあります。 

 

ウ 就労への影響 

職場などを休みがちになったり、借金返済のために自己退職をしたりなど、日常生

活への影響が生じることがあります。 

 

エ 心身の不調 

ギャンブル等依存症においては、ギャンブルの最中は気分が高揚する反面、負けた

結果の後には、ギャンブル等を行う前より落ち込むことがあります。そして、債務を

長期に抱えると、本人だけでなく、家族も気分障害を発症するおそれがあります。 

また、うつ病が原因でギャンブル等依存症になるケースもあると言われているほか

他の依存症との合併という状態になることがあり、精神疾患の合併が多いと言われて

います。 

 

オ 信用の失墜 

ギャンブル等依存症では、家族に隠れてギャンブル等を継続することが多く、ギャ

ンブル等の実態や債務について、うそや隠しごとが日常的になります。結果として、

家族は本人を信じられなくなり、勤務先や友人・知人からの信用を徐々に失っていま

す。 

 

カ 自殺 

ギャンブル等依存症に関連する多重債務、家庭内不和、周囲の人間関係の悪化によ

る孤立等の要因が重なる中で、自殺を考えたり、企図することがあり、自殺に追い込

まれる可能性が高くなっていきます。 
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キ 犯罪の誘発 

賭け金の確保を目的とした、勤務先での現金等の横領や窃盗、詐欺等の犯罪に及ぶ

場合があります。 

 

＜参考＞ 

※犯行の動機・原因がギャンブル等依存症である場合の犯罪状況 

    国において、令和元年の刑法犯の総検挙件数 284,584 件（交通業過及び解決事件

を除く。）のうち、主たる被疑者の犯行の動機・原因がぱちんこ又はギャンブルを

することへの欲求であるものの件数は 2,389 件（全体の 0.8%）となっております。 

    本県において、令和元年の刑法犯の総検挙件数 4,529 件（交通業過及び解決事件

を除く。）のうち、主たる被疑者の犯行の動機・原因がぱちんこ又はギャンブルをす

ることへの欲求であるものの件数は 27 件（全体の 0.6%）となっております。 

 

 

 

４ 本県のギャンブル等依存症対策の課題 

 

（１）正しい知識の普及啓発  

・ギャンブル等依存症は本人が病気である認識を持ちにくいことから、誰もがなり得

る可能性があること、適切な医療や支援により回復が期待できることなどの正しい

認識が県民に十分理解されていないため、県民に対して、ギャンブル等依存症の正

しい認識を普及啓発する必要があります。 

 

 

（２）相談及び医療体制の整備 

・ギャンブル等依存症が疑われる者の数と相談者数、受診者数に大きな差があるため 

さらに相談機関等を周知する必要があります。 

  ・依存症の相談拠点、治療拠点機関、専門治療機関と地域の医療機関が連携をし、身

近なところで相談及び医療が受けられるよう、相談及び医療提供の体制を整備し、

周知していく必要があります。 

 

 

（３）関係機関との連携による支援 

・ギャンブル等依存症は、ギャンブル等に依存することで生じる多重債務や家族内の

問題を契機に発見されることもあることから、相談窓口職員の対応能力向上と相談

機関や医療機関、関係事業者など様々な関係機関との連携による支援ネットワーク

を整備する必要があります。 
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第３章 基本的施策 

  

１ 基本目標と基本指針 

 

 

 

  誰もがギャンブル等依存症により、不幸な状況に陥ることのない健全な社会の実現 

を目指します。 

 

 

 

 

 

（１）ギャンブル等依存症の予防及び正しい知識の普及 

ギャンブル等依存症は病気で誰もがなりうる可能性があることから、適切な医療や支

援により回復が期待できることを周知するとともに、ギャンブル等依存症問題に関する

関心と理解を深めることで、予防等に必要な注意を払うことができるよう、正しい知識

の普及啓発を推進します。 
 

 

（２）誰もが相談できる相談窓口と必要な支援につなげる相談支援体制の整備 

  地域におけるギャンブル等依存症の相談の中心となる依存症相談拠点において、ギャ

ンブル等依存症で悩む方やその家族が早期に相談ができ、適切な助言や支援を受けられ

るよう、県民への相談窓口の周知徹底、地域における相談窓口職員のスキル向上を進め

ます。また、依存症相談拠点と関係機関の連携強化を図り、ギャンブル等依存症の疑い

のある本人及びその家族が、適切な相談・支援を受けられる支援体制の構築を図ります。 

 

 

（３）ギャンブル等依存症で悩む方が適切な医療を受けるための医療体制の強化 

ギャンブル等依存症の本人及びその家族が、適切な治療を受けられるよう、依存症拠

点機関、依存症専門治療機関と地域の医療機関の連携による医療体制の充実を図ります。 

また、依存症治療拠点機関における医療従事者を対象とした研修等のギャンブル等依

存症の治療・支援に係る人材育成を行うことにより、ギャンブル等依存症に専門的に対

応できる医療従事者を養成し、医療の質の向上を推進します。 

 

 

 

基本目標 

基本指針 
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（４）ギャンブル等依存症で悩む方が円滑に回復、社会復帰するための支援体制づくり 

ギャンブル等の再発を予防するため、ギャンブル等依存症である方の回復、社会復

帰が円滑に進むよう理解の促進を進めます。 

ギャンブル等依存症の回復には、自助グループなどの民間団体における活動が重要な

役割を担っていることから、地域における自助グループなどの情報共有や必要な連携を

図ることで、ギャンブル等依存症である方及びその家族への利用を促進します。また、

就労や復職における必要な支援により、社会復帰を促進します。 

 

 

（５）関係事業者（競馬等施行事業者）による取組の実施 

県内には、競馬場が１か所、競輪場が２か所、場外馬券発売所及び場外舟券売場が各

１か所、県内のぱちんこ営業所は 163 か所（令和元年 12 月 31 日時点）あり、人々の生

活に身近な存在となっていることから、事業者による広告・宣伝の在り方やアクセス制

限、不適切なギャンブル等の防止についての対策を講じます。 

 

 

（６）連携体制及び人材育成による基盤整備の強化 

行政・医療機関・関係事業者・自助グループ等、関係機関・団体の協働による、依存

症対策の推進を図ります。 

ギャンブル等依存症対策の取組を効果的に実施するため、包括的な連携協力体制の構

築と、アルコール依存症や自殺対策等関連計画と連携した取組による、依存症対策の基

盤整備を図ります。 

また、ギャンブル等依存症問題に関する各分野において、ギャンブル等依存症問題に

関する正しい知識と支援のスキルを有する人材の確保及び養成を図ります。 
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１　施策体系図

相談・治療につなげる取組

依存症対策の体制整備

Ⅴ　関連問題に対する取組
多重債務問題への取組

違法なギャンブル等の取締りの強化

アクセス制限等

Ⅱ　相談・治療支援

 　（進行予防）

ギャンブル等依存症の本人及び家族に対する相談支援の

充実と相談支援につなげるための取組の強化

ギャンブル等依存症に対する医療の充実

基本方針

（４）ギャンブル等依存症で悩む方が円滑に回復、社会復帰するための支援体制づくり

Ⅲ　回復・社会復帰支援

 　（再発予防）

回復支援プログラムの実施

民間団体の活動と連携による支援

回復支援・社会復帰に関する相談・支援対応の充実

基本方針

（５）関係事業者（競馬等施行事業者）による取組の実施

Ⅳ　関係事業者の取組
広告・宣伝

基本方針

（２）誰もが相談できる相談窓口と必要な支援につなげる相談支援体制の整備

（３）ギャンブル等依存症で悩む方が適切な医療を受けるための医療体制の強化

基本方針

（１）ギャンブル等依存症の予防及び正しい知識の普及

Ⅰ　予防教育・普及啓発

 　（発症予防）

若年層を中心とした予防教育・普及啓発

広報等による正しい知識の普及と理解の促進のための

普及啓発

不適切なギャンブル等の誘因防止

【重点①】県民向け普及啓発の充実

⇒共通資料による普及啓発の実施

【岐阜県Ver 啓発資料】

⇒新聞及びＷＥＢによる広報、県民向

けの講座実施

【重点②】依存症相談拠点と各種関係機関と

の連携による支援の強化

⇒共通資料を活用した相談拠点等相談

窓口周知 【相談拠点案内チラシ】

⇒「つなぐ支援」の促進

【岐阜県Ver支援リスト】

【重点③】

ギャンブル等依存症に対する医療の充実

⇒共通資料を活用した医療機関情報

の発信

【依存症拠点機関・専門医療機関

案内チラシ】

⇒ギャンブル等依存症の専門治療プロ

グラムの精神科医療機関への普及

【重点④】

自助グループなど民間団体の活動支援

誰もがギャンブル等依存症により不幸な状況に陥ることのない健全な社会の実現を目指します

基本方針

（６）連携体制及び人材育成による基盤整備の強化

連携・推進体制⇒岐阜県ギャンブル等依存症対策協議会・岐阜県依存症地域支援連携会議（全体会・分科会）

人材育成・確保⇒研修会の開催等

【重点⑤】連携等体制整備

★関係事業者による取組等、行政・医療

機関・自助グループ等、関係機関・団

体が連携した依存症対策の推進。

【重点⑥】

人材の育成・確保

★相談体制や医療体制の充実のための

研修実施

基本目標
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２ 具体的な取組（基本施策） 

 

 

 

 

 

Ⅰ 予防教育・普及啓発（発症予防） 

 

（１）若年層を中心とした予防教育・啓発 

ギャンブル等依存症に至るプロセスや周囲に与える影響のほか、ギャンブル等依存症

は、適切な医療や支援により回復が期待できる精神疾患であるという理解を学校教育な

どにより、若年層に定着するよう取組を実施します。 

 

① 児童・生徒等を対象としたギャンブル等依存症の予防啓発のためのリーフレット

等を作成し、関係機関の協力を得て学校等に配布し予防啓発を行います。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

○ 関係機関と連携し、予防啓発のチラシ等を生徒や保護者に配布します。 

【県教育委員会体育健康課】 

 

○ 子ども・若者相談支援担当者研修会などの会議で、予防啓発のチラシ等を配 

 布します。                   【県私学振興・青少年課】 

 

   ○ 文部科学省の通知や資料を、市町村教育委員会や学校に周知し、普及啓発を行

います。                   【県教育委員会体育健康課】 

 

② 文部科学省の指導参考資料を活用して、予防教育が進められるよう、教員を対象

とした研修会で周知を図ります。         【県教育委員会体育健康課】 

 

 

③ 高校生を対象とした悪徳商法、クレジット等に関する法律知識を中心とした法教

育活動を開催します。               【岐阜県司法書士会】 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

（２）広報等による正しい知識の普及と理解の促進のための普及啓発 

ギャンブル等依存症は、本人が病気である認識を持ちにくいこと、誰でも陥る可能性

があること、適切な医療や支援により回復が期待できることなどの正しい知識が十分理

解されていない状況です。 

  このため、ギャンブル等依存症に至るプロセスや周囲に与える影響のほか、ギャンブ

ル等依存症は、医療や支援により回復が期待できる精神疾患であるという理解が広く県

民に普及するような取組を実施します。 

 

① 県民を対象としたギャンブル等依存症に対するリーフレット等を作成し、県にお

ける普及啓発資料として統一して活用すると共に、県民講座の開催や新聞・Web 等

による広報等により、継続的な普及啓発に取組みます。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

② 基本法で定められている、ギャンブル等依存症問題啓発週間（毎年５月１４日か

ら同月２０日まで）において、県民の間にギャンブル等依存症問題に関する関心と

理解が深められるよう普及啓発に努めます。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター・市町村・関係機関・関係各課】 

 

③ 市町村において実施する各種事業や会議、イベント等様々な場を通じ、リーフレ

ット等予防啓発資料を活用した住民等に対する普及啓発に努めます。 

【市町村・県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

④ 県ホームページや関係団体を通じたリーフレット配布等普及啓発資料の活用に 

より、消費者や職域に向けた依存症に対する正しい知識の普及啓発を実施します。 

【県県民生活課・県労働雇用課・県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

⑤ 市町村や岐阜県民生委員児童委員協議会を通じて、民生委員・児童委員への普及

啓発を行います。                     【県地域福祉課】 

 

⑥ ギャンブル等依存症発症予防の注意喚起が表示された岐阜県地方競馬組合が作成 

する競馬開催の広報物を県庁内や現地機関で掲示します。     【県農政課】 

 

⑦ 県登録貸金業１２社（消費者向けの貸し付けを行っている事業者は４社）に対し、

ギャンブル等依存症に関する啓発への協力を依頼します。  【県商業・金融課】 

 

⑧ 貸金業者に対し、国等が作成した広報ポスターの掲示やチラシ等の配布など啓発

を依頼します。                     【県商業・金融課】 

 

⑨ 警察で実施するイベント・会議等で、依存症に対する正しい知識の普及や理解の

促進を図ります。                  【県警察本部生活安全総務課】 
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⑩ 面談・電話等による無料相談会の開催とイベントに合わせたパンフレット等の配

布を行います。                                    【岐阜県司法書士会】 

 

 

（３）不適切なギャンブル等の誘因防止 

 ギャンブル等への依存を防止するためには、環境づくりに関する取組も重要であり、

更なる誘引防止への取組を実施します。 

 

① 県内ぱちんこ全営業所に対し、風営適正化法に基づく立入りに加え、依存防止対

策に向けた指導を推進します。             【県警察本部生活安全総務課】 

 

 

 

Ⅱ 相談・治療支援（進行予防） 

 

（１）ギャンブル等依存症の本人及び家族に対する相談支援の充実と相談支援につなげ   

るための取組の強化 

  

《相談窓口の周知》 

① リーフレット、啓発カードなどを活用し関係機関と連携して、県民、関係事業者

に対し相談拠点等相談窓口を周知します。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター・保健所・市町村】 

 

② 相談窓口、医療機関、自助グループ等の情報を掲載した冊子を、研修等で配布し、

相談窓口担当者が県民からの相談の際に活用してもらい、また、冊子はホームペー

ジに掲載し、一般県民も直接アクセスできるようにします。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

③ 県事務所や市町村、社会福祉協議会等の関係機関と連携し、相談窓口について生

活困窮者への普及啓発を行います。             【県地域福祉課】 

 

④ 岐阜県地方競馬組合と連携して相談窓口等を周知します。     【県農政課】 

 

⑤ 関係機関と連携し、相談窓口等のわかる情報を周知します。 

【県教育委員会体育健康課】 

 

⑥ 文部科学省の指導参考資料において、依存症は自分の意思のみでやめることはで

きず、専門機関への相談が必要であることを周知します。 

【県教育委員会体育健康課】 
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⑦ 県ホームページにおいて、借入れや返済の悩みに関する相談窓口を紹介するとと

もに、ギャンブル等依存症の相談窓口等の情報も掲載します。また、当課に相談が

あれば、適切な相談窓口を紹介します。           【商業・金融課】 

 

《相談支援をつなぐ取組と支援の充実》 

⑧ 相談拠点で依存症の本人及びその家族に対し面接相談・電話相談を実施し、必要

に応じて、本人及び家族等を医療機関や自助グループ及び民間団体等につなぎ、連

携してサポートを行います。    【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

 

⑨ 警察が取り扱う事案において依存症に関連した問題が疑われる場合には、必要に

じて地域の関係機関と連携して、相談機関や医療機関等につなぐなどの支援を行い

ます。                    【県警察本部生活安全総務課】 

 

⑩ いじめ、不登校、友人、親子関係等の様々な悩みをもつ青少年やその保護者に対

し、相談を受け付ける相談機関（通称：青少年ＳＯＳセンター）において、本人及

びその家族からの相談に対し、傾聴に努めるとともに、必要に応じて関係機関につ

なぎます。                       【県私学振興・青少年課】 

 

⑪ 相談の中で、依存症（ギャンブル等の問題）に関する要因が背景に含まれている

と考えられる場合には、相談窓口等へのつなぎや情報提供を行います。 

【県県民生活課】 

 

⑫ ギャンブル等依存症問題を有する生活困窮者へ適切な支援を行うことができるよ

う、県事務所や市町村、社会福祉協議会等への情報提供及び情報共有を行います。                           

【県地域福祉課】 

 

⑬ 県発達障害者支援センター及び圏域発達障がい支援センターにおいて、依存症の

問題を抱える本人及び家族等から相談を受けた場合、適切に他の支援機関（医療機

関、県精神保健福祉センター等）につなぎ、連携して支援を行います。 

【県障害福祉課】 

 

⑭ 県子ども相談センター、県女性相談センターにおいて、児童虐待、ＤＶなどの相

談に関連してギャンブル等依存症に関する相談を受けた際は、必要に応じて県精神

保健福祉センターや保健所などの相談窓口につなぎます。   【県子ども家庭課】 

 

⑮ 労働相談において、依存症に関連した問題が疑われる場合には、保健所等の相談

窓口等へのつなぎや情報提供に努めます。          【県労働雇用課】 
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⑯ 多重債務、貧困、虐待、自殺等の様々な相談窓口職員を対象に、依存症の基礎知

識や、相談の受け方等についての研修を実施することで、各種相談の背景にある依

存症の問題の理解促進を図り、相談機関、専門医療機関、自助グループ・民間団体

の情報提供を行うなど必要な支援の充実を図ります。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

⑰ 依存症に関する悩みを持つ家族の方が、他の家族の方と一緒に依存症の問題につ

いて正しい知識や対応方法を学び話し合う機会として、家族教室を実施します。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

図 3-2-1 岐阜県における相談支援体制 

 

 

 

（２）ギャンブル等依存症に対する医療の充実 

県内においてはギャンブル依存症に関する専門的な医療を提供するため、依存症治療

拠点として各務原病院、依存症専門医療機関として大垣病院を選定し、専門治療体制の

整備を行ってまいりました。 

今後は、当該機関を中心として、できる限り身近な場所で治療が受けられ、医療と保

健・福祉等関係機関が連携した支援を充実します。 

 

① ギャンブル等依存症に関する依存症治療拠点機関及び依存症専門医療機関の情報 

について、ホームページやリーフレット等への掲載により、広く県民に周知します。 

【県保健医療課】 
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② 依存症である方が、身近な地域で医療が受けられるよう、依存症治療拠点機関、

依存症専門医療機関を中心とした地域医療機関と連携した依存症治療体制の充実に

努めます。 

【県保健医療課・治療拠点機関・専門医療機関・精神科医療機関】 

 

③ 地域の医療機関に対して、必要に応じて、ギャンブル等依存症の専門医療機関に

つなぐよう協力を依頼します。 

【県保健医療課・各医療機関等】 

 

④ 依存症治療拠点機関等で実施しているギャンブル等依存症の専門治療プログラム

を精神科医療機関へ普及するための支援を行います。 

【県保健医療課・治療拠点機関・専門医療機関・精神科医療機関】 

 

⑤ 依存症治療拠点機関において、民間団体と連携し、受診後の患者を支援する依存

症患者受診後支援事業（国モデル事業）を実施します。 

【県保健医療課・治療拠点機関等】 

 

⑥ 依存症患者受診後支援事業の取組状況について、医療機関職員や保健所職員対象

の研修において情報提供し、医療機関等と民間支援機関との連携を推進します。 

【県保健医療課・医療機関・民間支援機関等】 

 

  ⑦ 精神科医療機関と相談機関等が連携して、受診後又は退院後のギャンブル等依存

症の本人に対して、自助グループ等への定着に向けた支援を行います。 

【治療拠点機関・専門医療機関・医療機関・保健所・市町村・県精神保健福祉センター等】 

 

図 3-2-2 岐阜県における医療提供体制 
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Ⅲ 回復・社会復帰支援（再発予防） 

 

（１）回復支援プログラムの実施 

 

① 依存症相談拠点で依存症である者に対しギャンブル障がい回復トレーニングプロ 

グラムを実施します。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

 

（２）民間団体の活動と連携による支援 

 

① 依存症相談拠点が把握している自助グループ・民間団体の情報を活用し、関係機

関に対して、自助グループ等の取組みに関する情報提供を行います。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

② 依存症相談拠点が自助グループや民間団体等の協力を得て、ギャンブル等依存症

に関する普及啓発や研修等を実施します。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

③ 依存症相談拠点等が行う研修などで、自助グループをはじめとする民間団体の取

組みを紹介する機会を設けます。  【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

 

（３）回復支援・社会復帰に関する相談・支援対応の充実 

 

① ギャンブル等依存症患者が、医療機関を受診したり、自助グループへ参加したり

しながら求職活動、就労活動ができるよう、ハローワーク等の就労支援を行う機関

と連携することで、雇用者の理解促進のための啓発を進めていきます。 

【県保健医療課】 

 

② 県総合人材チャレンジセンターにおいて、キャリアカウンセリング、就活サポー

トから就職決定後の定着サポートまで求職者に寄り添った支援を提供します。 

【県産業人材課】 

 

③ 岐阜県若者サポートステーションにおいて、キャリアカウンセリング、メンタル

カウンセリングや各種プログラムにより、一人ひとりの状況に応じた支援を提供し

ます。                          【県産業人材課】 

 

④ ギャンブル等依存症である者の家族を対象に回復に向けた分かち合いを行います。                    

【ギャマノン岐阜グループ】 



- 31 - 

 

Ⅳ 関係事業者の取組 

 

（１）広告・宣伝 

 

① ギャンブル等依存症啓発ポスターを場内及び場外馬券発売所に掲示し、出走表に

依存症の注意喚起を掲載するとともに、自動発券機に依存症注意喚起標語ステッカ

ーを掲示します。                  【岐阜県地方競馬組合】 

 

② 場内放送、及び大型スクリーンでの放映による依存症の注意喚起を行います。 

【岐阜県地方競馬組合】 

 

③ 各機関で実施する会議等で、依存症に対する正しい知識の普及や理解の促進を図

ります。                      【岐阜県地方競馬組合】 

 

④ 公益財団法人ＪＫＡ（自転車競技法第２３条の規定に基づき、全国を通じて唯一

の競輪振興法人としての指定を受けた法人。以下「ＪＫＡ」という。）及び公益社団

法人全国競輪施行者協議会（全国の競輪施行者を会員とし設立された団体）では、

広告、宣伝に関する全国的な指針の策定に着手、2021 年度公表予定としていること

から、公表にあわせ指針に沿った広告宣伝を実施し、広告・宣伝が射幸心をあおる

ものにならないよう努めます。               【岐阜市、大垣市】 

 

⑤ ポスター掲示や出走表、チラシ、テロップなどにて依存症注意喚起を行います。 

【岐阜市、大垣市】 

 

⑥ 舟券購入に対する射幸心をあおる広告宣伝を禁止するとともに、依存症問題啓発

期間を設定し、場内に啓発ポスターを掲示します。       【三重県津市】 

 

⑦ 記載台、投票機器に依存症注意喚起ステッカーを掲示し、出走表に依存症注意喚

起の掲載を行うとともに、場内映像でテロップの放映を実施します。【三重県津市】 

 

⑧ ぱちんこへの依存問題の相談機関（リカバリーサポートネットワーク）や広告・

宣伝に係る共通標語（のめり込み防止標語「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊

びです。のめり込みに注意しましょう。」等）について、折り込みチラシ、リーフレ

ット、営業所のウェブサイト等を用いて広報に努めます。 

【岐阜県遊技業協同組合】 

 

⑨ 過度に射幸心をあおるような広告宣伝を慎むよう、自主的な取組を推進します。 

【岐阜県遊技業協同組合】 
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（２）アクセス制限等 

 

① 入場制限に係るマニュアル等の整備及び警備員等に対する教育・指導を徹底し、

警備員、従業員の巡回、監視カメラ等による確認により、20 歳未満の可能性がある

と認められる者が、競馬場及び場外馬券発売所で馬券の購入をしようとしている場

合においては、身分証明書等により年齢確認を行い、20 歳未満と判明した場合は馬

券購入を防止します。                【岐阜県地方競馬組合】 

 

② 競馬場及び場外馬券発売所への入場制限を実施することができる旨を入場者に周

知し、本人又はその家族からの申告があれば、本人・家族申告による入場制限を実

施します。                             【岐阜県地方競馬組合】 

 

 ③ ＪＫＡ及び全国競輪施行者協議会で検討されている個人認証システムを含めた

入場管理方法について、統一した入場管理方法の確立に合わせた対応に努めます。 

【岐阜市、大垣市】  

 

④ ＪＫＡ及び全国競輪施行者協議会で構築される予定のインターネット投票におけ 

る購入限度額設定システムを 2023 年度までに導入できるよう努めます。 

  【岐阜市、大垣市】 

 

⑤ 未成年者のみの入場や車券の購入を防止するため、警備員による場内モニターで

の確認、及び未成年者のみの入場と見受けられる者への声掛けを行います。 

  【岐阜市、大垣市】 

 

⑥ 場内でのＡＴＭの新設を禁止します。          【岐阜市、大垣市】 

 

⑦ 本人又はその家族の書面による申請により入場制限を実施します。 

【岐阜市、大垣市】 

 

⑧ 出走表やポスター、貼り紙等により未成年者の購入禁止を場内に周知します。 

  【岐阜市、大垣市】 

 

 ⑨ 出走表、放映テロップ、場内放送により、未成年者の舟券購入禁止に関する注意

喚起を行います。                      【三重県津市】 

 

 ⑩ 本人又はその家族が舟券の購入を止める、又は止めさせることを希望する場合は、

手続きに沿った入場制限及びインターネット利用購入制限を行います。 

【三重県津市】 

 

 ⑪ 保安員の巡回、監視カメラによる未成年者と思われる方は年齢を確認し、舟券購

入禁止の注意を行います。                  【三重県津市】 
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 ⑫ ＩＣＴを利用した入場管理方法について、導入の可能性を業界と検討します。 

 【三重県津市】 

 

 ⑬ セルフチェックシートを作成し普及させます。         【三重県津市】 

 

⑭ 18 歳未満の者の立ち入りを禁止するポスター等を活用して、禁止措置の徹底を図

ります。                     【岐阜県遊技業協同組合】 

 

⑮ 「パチンコ店における依存問題対策ガイドライン」に基づき、年齢確認の対応（年

齢確認書類による確認、マニュアルによる退店依頼等）を推進します。 

【岐阜県遊技業協同組合】 

 

⑯ 利用者が予め遊技使用上限金額等を自主申告し、設定値に達した場合に店側から

警告が行われる「自主申告プログラム」や利用者の同意を得た家族からの申告に基

づき、当該利用者の営業所への入店を制限する「家族申告プログラム」を推進しま

す。                       【岐阜県遊技業協同組合】 

 

 

（３）相談・治療につなげる取組 

 

① 依存症相談窓口の連絡先をウェブサイトに掲載します。 【岐阜県地方競馬組合】 

 

② 相談者に対し必要に応じて医療機関等を紹介します。 【岐阜県地方競馬組合】 

 

③ 場内において、相談対応の中で相談者に寄り添い、医療機関等の関係支援機関の

適切な情報提供を実施します。             【岐阜市、大垣市】 

 

④ ＪＫＡが実施している民間団体の取組に対する補助事業の周知に努めます。 

【岐阜市、大垣市】 

 

⑤ 公営競技カウンセリングセンターの啓発に努めるとともに、場内の相談窓口では

適切に支援を行います。 

【岐阜市、大垣市】 

 

⑥ ＪＫＡ、全国競輪施行者協議会は、早期発見・早期介入につながるセルフチェッ

クツールが完成した後、同ツールを活用することで、依存症者の早期発見につなげ

ます。                         【岐阜市、大垣市】 

 

 ⑦ 相談マニュアルの改訂を行い相談対応の質の向上に努めます。  【三重県津市】 
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 ⑧ 相談者、家族に対して年中無休で２４時間受付できるギャンブル依存症予防回復

支援センター及び適切な医療機関を紹介し、紹介後は医療機関との情報交換を実施

します。また、必要に応じて自助グループの紹介を行います。  【三重県津市】 

 

⑨ 所定の講習を受講した従業員を依存防止対策への専門員として、「安心パチンコ・

パチスロアドバイザー」の名称で営業所に配置し、利用者が安心して遊技できる環

境に努めます。                  【岐阜県遊技業協同組合】 

 

⑩ 依存症専門医療機関等の情報を営業所内等において周知されるよう努めます。 

【岐阜県遊技業協同組合】 

 

 

（４）依存症対策の体制整備 

 

① 事業所内に相談窓口を設置し、相談に対応できる体制を整えます。 

【岐阜県地方競馬組合】 

 

② ギャンブル等依存症の講習会などの内容を従業員に周知します。 

【岐阜県地方競馬組合】 

 

③ ギャンブル等依存症対策に関し、競輪業界全体として対応する体制を整備するた

め、ＪＫＡ及び全国競輪施行者協議会は、業界全体のギャンブル等依存症対策の体

制整備等の検討を実施します。                  【岐阜市、大垣市】 

 

④ 場内に設置されている相談窓口を周知します。      【岐阜市、大垣市】 

 

⑤ ギャンブル等依存症対策の組織的な対応にあたり、関係職員等の依存症に関する

知識が必要となることから、全国競輪施行者協議会で実施している研修に参加し、

関係職員の育成を図ります。               【岐阜市、大垣市】 

 

⑥ 依存症相談窓口及び依存症相談対応者を設置のうえ、相談窓口を周知します。 

【三重県津市】 

 

⑦ 相談対応者不足の解消及び相談対応者が社内異動した場合でもノウハウが引き継

がれるようにするため、各レース場の対応者が出席するボートレース業界の研修を

実施し、相談履歴の情報共有を図ります。           【三重県津市】 

 

⑧ 「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」制度の体制を拡充し、依存問題に的確

に対応します。                   【岐阜県遊技業協同組合】 
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Ⅴ 関連問題に対する取組 

 

（１）多重債務問題への取組 

 

① 関係機関相互の連携を確保しながら相談対応に従事していただけるよう、ギャン

ブル等依存症問題の相談を契機とした多重債務である者及びその家族への対応につ

いて、保健所等に対する研修の中で指導していくことで 県民生活相談センター、

県や市町村の消費生活相談窓口等へのつなぎや情報提供に努めます。 

【県保健医療課】 

 

② 多重債務の相談の中で、依存症（ギャンブル等の問題）に関する要因が背景に含

まれていると考えられる場合には、相談窓口等へのつなぎや情報提供を行います。 

【県県民生活課】 

 

③ 県及び市町村消費生活相談窓口などの相談員等に対し、「ギャンブル等依存症が疑

われる方やそのご家族からの多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュア

ル」等の周知啓発を図ります。               【県県民生活課】 

 

④ 貸金事業者に対し、概ね２年に１回定期的に立入検査を実施するなど、貸金業法

の適正な運用について管理・監督を行います。       【県商業・金融課】 

 

⑤ 貸金事業者に対し、借金申込者が多重債務とならないよう厳格な返済能力の調査

を行うなど貸金業法の適切な運用を厳格に行うよう指導します。 

【県商業・金融課】 

 

  ⑥ 貸付自粛登録制度の手続きについて、2020 年 4 月から WEB による登録が可能にな

ったことから、関係機関の協力を得ながら、当該制度の利便性向上について啓発し

ていきます。                 【日本貸金業協会岐阜県支部】 

 

  ⑦ 多重債務の処理に係る法的サービスを提供します。    【岐阜県弁護士会】 

 

  ⑧ 自己破産、個人再生の申し立て等による多重債務の整理に関する援助を実施しま

す。                         【岐阜県司法書士会】 

 

 

（２）違法なギャンブル等の取締りの強化 

 

① 違法な賭博店等に対する情報の収集に努め、厳正な取締りを推進します。 

【県警察本部生活安全総務課】  
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３ 重点施策 

 

（１）ギャンブル等依存症の正しい知識の普及と理解の促進のため、県民向け啓発活動を

実施（重点①） 

★各関係機関・団体・事業者等が協働して普及啓発を実施します。  

★新聞及びＷＥＢによる広報、県民向けの講座等を実施します。 

 

 

（２）ギャンブル等依存症の本人及び家族に対する相談支援の充実と相談支援につなげる

め、依存症相談拠点と各種関係機関との連携による支援強化（重点②） 

★各関係機関・団体・事業者等が協働し、相談拠点等相談窓口の周知と「つなぐ支

援」の促進を図ります。 

 

 

（３）ギャンブル等依存症に対する医療の充実（重点③） 

★依存症治療拠点機関、依存症専門医療機関を中心として、依存症治療の充実に努

めます。 

    ①各関係機関・団体・事業者等が協働して医療機関情報を発信します。 

    ②ギャンブル等依存症の専門治療プログラムの精神科医療機関への普及を図りま 

す。 

 

 

（４）自助グループなど民間団体の活動支援（重点④） 

★自助グループなど民間団体の活動を周知します。県のホームページへの情報掲載

や研修などにおいて、自助グループなど民間団体の参加等、連携した取組を行い

ます。 

 

 

（５）依存症対策の体制整備（連携等）（重点⑤） 

★ネットワーク形成と対策の推進を図るため、「岐阜県ギャンブル等依存症対策協議

会」、「岐阜県依存症地域支援連携会議」、「岐阜県依存症地域支援連携会議（分科

会）」を開催します。 

 

 

（６）人材の育成・確保（重点⑥） 

★相談体制や医療体制の充実を図るため、関係職員等の対応能力の向上に努めます。 

①相談談支援従事者に対する相談員の能力向上のための研修の実施 

②医療従事者等に対する依存症治療、支援に関する研修の実施  
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第４章 基盤整備 

 

 

 

 

 

１ 連携体制 

 

（１）関係機関との連携強化 

ギャンブル等依存症対策の推進にあたっては、ギャンブル等依存症問題に関連する策

との有機的な連携が図られるよう、県関係部局との連携を一層密接にし、相互に必要な

連絡・調整等を行うとともに、国、市町村、保健・医療・福祉・教育・法務・当事者団

体・関係事業者等との連携強化を進めます。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター・保健所】 

 

 

（２）関係する計画との連携強化 

ギャンブル等依存症対策の推進にあたっては、ギャンブル等依存症問題に関連する

「岐阜県保健医療計画」、「岐阜県アルコール健康障害対策推進計画」、「岐阜県再犯防止

計画」、「岐阜県自殺総合対策行動計画」等の計画及び施策との整合性を図ることで有機

的な連携の強化を進めます。 

【県保健医療課】 
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２ 人材育成及び確保 

 

（１）相談機関への人材育成 

 

① 依存症に関する相談員等を対象とした、ギャンブル等依存症について対応力向上

のための研修などを実施します。               【県保健医療課】 

 

② ギャンブル等依存症の背景にある様々な問題等、ギャンブル等依存症の理解を深

めるとともに相談支援をつなぐことができるよう、多重債務、貧困、虐待、自殺等

の様々な相談窓口職員を対象に、依存症の基礎知識や相談の受け方等についての研

修を実施します。     【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

③ 市町村等の地域の相談窓口担当職員を対象に、依存症の基礎知識や、相談の受け

方等についての研修を実施します。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

  ④ 岐阜県青少年指導員連絡協議会の研修会等を活用して、青少年指導員等に対しギ

ャンブル等依存症についての正しい知識の普及と理解を促進します。 

【県私学振興・青少年課】 

 

  ⑤ 子ども・若者相談支援担当者や相談窓口担当者等を対象に、依存症に関する研修

会を開催します。                 【県私学振興・青少年課】 

 

⑥ 生活困窮者自立支援制度に係る各種事業の担い手養成のため、県内の各相談支援

員等の事業従事者を対象に研修を実施します。             【県地域福祉課】 

 

 

（２）医療機関への人材育成 

 

① 医療機関職員や保健所職員を対象とした医療従事者向け依存症専門研修を行いま

す。                           【県保健医療課】 

 

② 精神科医療機関に対して、依存症対策全国拠点機関等が実施するギャンブル等依

存症についての研修の案内を周知し参加を促します。     【県保健医療課】 
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３ 推進体制 

 

関連機関等や県関係部局と連携を図り、本計画の取組みを推進するために、下記の会

議を開催します。  

 

（１）岐阜県ギャンブル等依存症対策協議会 

基本法第 13 条第 3 項に基づき、県計画の進捗状況や評価を当協議会において毎年度

行います。こうした評価に加え、今後の社会環境の変化にも注視し、必要があると認め

るときは、当協議会の意見を聴いて、県計画の見直しを行います。  【県保健医療課】 

 

 

（２）岐阜県依存症地域支援連携会議 

  関係機関が連携して、地域における依存症に関する情報や課題の共有、研修計画の調

整等、支援体制の充実に向けた方策の検討を行います。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

 

（３）岐阜県依存症地域支援連携会議（分科会） 

  個別の事例に関する現場で活躍する支援者の後方支援、その支援者同志のネットワー

ク形成を目的とし、現場で起きる個別の事例について、関係者を集めたネットワーク形

成を通じて解決につなげていき、その事例を広めていくため、「岐阜県依存症地域支援

連携会議」の分科会として会議体を創設し、直接現場に関わる人の支援を図ります。 

【県保健医療課・県精神保健福祉センター】 

 

図 4-3-3 岐阜県における依存症支援体制 
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  用 語 説 明 

い 依存症専門医療機関 
依存症の医療体制の強化を図るために、国が定める基準

に基づき都道府県・政令市が選定した専門医療機関。 

  依存症相談拠点 

アルコール健康障がい・薬物依存症・ギャンブル等依存

症に関する適切な相談を受けられるようにするために、

都道府県・政令市が設置。 

  依存症治療拠点機関 

依存症専門医療機関であることに加え、県内の専門医療

機関の活動実績の取りまとめや医療機関を対象とした研

修の実施、依存症に関する取組みの情報発信等を行う医

療機関。 

か 関係事業者 
ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存

症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者。 

 関連業務事業者 
医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブ

ル等依存症対策に関連する業務に従事する者。 

き ギャンブル等 

本計画では、法律に定めるところにより行われる公営競

技（競馬・競輪・オートレース・モーターボート競走）、

ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為を指す。 

  ギャンブル等依存症 

ギャンブル等にのめり込むことにより、日常生活や社会

生活に支障が生じている状態のこと。「本人の意思」や

「性格」は関係なく、誰でも、依存症になる可能性があ

る。 

  
ギャンブル等依存症問題 

啓発週間 

ギャンブル等依存症対策基本法第 10 条で、国民の間に広

くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深める

ために設けた週間。5 月 14 日から 5 月 20 日までの 

１週間。 

し 自助グループ 
同じ問題を抱えた人と自発的につながり、その結びつき

の中で問題の解決に取り組む集まり。 

み 民生委員・児童委員 

民生委員は、社会福祉の増進のために、地域住民の立場

から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行ってい

る。また、児童福祉法によって児童委員も兼ねており、

妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や

支援を行っている。厚生労働大臣から委嘱された非常勤

の地方公務員。 

 

 

用語集 
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○ 参考資料 
 

 

 

資料１ ギャンブル等依存症対策基本法（平成三十年法律第七十四号） 

 

 

資料２ ギャンブル等依存症対策推進基本計画【概要】 

 

 

資料３ 岐阜県ギャンブル等依存症対策協議会設置要綱 
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資料１ ギャンブル等依存症対策基本法（平成三十年法律第七十四号） 

 

目次 

第一章  総則（第一条―第十一条）  

第二章  ギャンブル等依存症対策推進基本計画等（第十二条・第十三条）  

第三章  基本的施策（第十四条―第二十三条）  

第四章  ギャンブル等依存症対策推進本部（第二十四条―第三十六条）  

附 則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、ギャンブル等依存症がギャンブル等依存症である者等及びその家族

の日常生活又は社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、貧困、虐待、自殺、

犯罪等の重大な社会問題を生じさせていることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、

基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル

等依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合

的かつ計画的に推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心し

て暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等（法律の定めると

ころにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条

において同じ。）にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状

態をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな

らない。 

一 ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための

対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生

活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。 

二 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が、多重債務、

貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症

に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する

施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。 

 

（アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮） 

第四条 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依

存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。 
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（国の責務） 

第五条 国は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第六条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、

国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

 

（関係事業者の責務） 

第七条 ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発

に影響を及ぼす事業を行う者（第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」

という。）は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとと

もに、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等（発症、進行及び

再発の防止をいう。以下同じ。）に配慮するよう努めなければならない。 

 

（国民の責務） 

第八条 国民は、ギャンブル等依存症問題（ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ず

る多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。以下同じ。）に関する関心と理

解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。 

 

（ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務） 

第九条 医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連す

る業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力

し、ギャンブル等依存症の予防等及び回復に寄与するよう努めなければならない。 

 

（ギャンブル等依存症問題啓発週間） 

第十条 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャ

ンブル等依存症問題啓発週間を設ける。 

２ ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。 

３ 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が

実施されるよう努めるものとする。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、ギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措

置その他の措置を講じなければならない。 
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第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等 

（ギャンブル等依存症対策推進基本計画） 

第十二条 政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャ

ンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画（以下「ギャンブル等依存症対策推進

基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ ギャンブル等依存症対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施

策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 

３ 内閣総理大臣は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案につき閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを

国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなけれ

ばならない。 

５ 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイ

ンターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 政府は、ギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに第二十三条に規定

する調査の結果及びギャンブル等依存症対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも

三年ごとに、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認める

ときには、これを変更しなければならない。 

７ 第三項及び第四項の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更について準

用する。 

 

（都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画） 

第十三条 都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当

該都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画（以下この条に

おいて「都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画」という。）を策定するよう努めな

ければならない。 

２ 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第八

条第一項に規定する都道府県健康増進計画、アルコール健康障害対策基本法（平成二十

五年法律第百九号）第十四条第一項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計

画その他の法令の規定による計画であってギャンブル等依存症対策に関連する事項を

定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

３ 都道府県は、当該都道府県におけるギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、

並びに第二十三条に規定する調査の結果及び当該都道府県におけるギャンブル等依存

症対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、都道府県ギャンブル等依

存症対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努

めなければならない。 
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第三章 基本的施策 

（教育の振興等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を

深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、

職場、地域その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育及び学習の

振興並びに広報活動等を通じたギャンブル等依存症問題に関する知識の普及のために

必要な施策を講ずるものとする。 

 

（ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施） 

第十五条 国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う

事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依

存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（医療提供体制の整備） 

第十六条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域に

かかわらず等しくその状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル

等依存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の

整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（相談支援等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、精神保健福祉センター（精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第六条第一項に規定する精神保健福祉

センターをいう。第二十条において同じ。）、保健所、消費生活センター（消費者安全法

（平成二十一年法律第五十号）第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターを

いう。第二十条において同じ。）及び日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十

六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。第二十条にお

いて同じ。）における相談支援の体制の整備その他のギャンブル等依存症である者等及

びその家族に対するギャンブル等依存症問題に関する相談支援等を推進するために必

要な施策を講ずるものとする。 

 

（社会復帰の支援） 

第十八条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等の円滑な社会復帰に資

するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（民間団体の活動に対する支援） 

第十九条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってそ

の予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策

に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 
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（連携協力体制の整備） 

第二十条 国及び地方公共団体は、第十四条から前条までの施策の効果的な実施を図るた

め、第十六条の医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活

センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力

体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（人材の確保等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャ

ンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に

関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずる

ものとする。 

 

（調査研究の推進等） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法

に関する研究その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進並びにその成

果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（実態調査） 

第二十三条 政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必

要な調査を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなけ

ればならない。 

 

 

 

第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部 

（設置） 

第二十四条 ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャ

ンブル等依存症対策推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 

二 関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の

総合調整及び実施状況の評価に関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案

並びに総合調整に関すること。 

２ 本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議

の意見を聴かなければならない。 

一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。 

二 前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。 
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３ 前項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の

変更の案の作成について準用する。 

 

（組織） 

第二十六条 本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進

副本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。 

 

（ギャンブル等依存症対策推進本部長） 

第二十七条 本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長（以下「本部長」という。）

とし、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

 

（ギャンブル等依存症対策推進副本部長） 

第二十八条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長（以下「副本部長」という。）

を置き、国務大臣をもって充てる。 

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。 

 

（ギャンブル等依存症対策推進本部員） 

第二十九条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員（次項において「本部員」とい

う。）を置く。 

２ 本部員は、次に掲げる者（第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に

充てられたものを除く。）をもって充てる。 

一 国家公安委員会委員長 

二 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十一条の特命担当大臣 

三 内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣 

四 総務大臣 

五 法務大臣 

六 文部科学大臣 

七 厚生労働大臣 

八 農林水産大臣 

九 経済産業大臣 

十 国土交通大臣 

十一 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部

の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定

する者 

 

（資料提供等） 

第三十条 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等

依存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に
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提供しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、

本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料又は情報の提供及び

説明その他必要な協力を行わなければならない。 

 

（資料の提出その他の協力） 

第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共

団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に

規定する独立行政法人をいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十

五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）の長並びに

特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をも

って設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一

項第九号の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対して、資料の提出、意見の

表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定

する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

 

（ギャンブル等依存症対策推進関係者会議） 

第三十二条 本部に、第二十五条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規

定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議（次条において「関

係者会議」という。）を置く。 

 

第三十三条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。 

２ 関係者会議の委員は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関

係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣

総理大臣が任命する。 

３ 関係者会議の委員は、非常勤とする。 

 

（事務） 

第三十四条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官

補が掌理する。 

 

（主任の大臣） 

第三十五条 本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任

の大臣は、内閣総理大臣とする。 

 

（政令への委任） 

第三十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 
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附 則  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

 

（検討） 

２ 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その

結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

３ 前項に定める事項のほか、この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途

として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められると

きは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 

 

※施行日：平成三十年十月五日 
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資料２ ギャンブル等依存症対策推進基本計画【概要】 
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資料３ 岐阜県ギャンブル等依存症対策協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 ギャンブル等依存症対策基本法（平成３０年法律第７４号）に基づき、本県にお 

ける総合的なギャンブル等依存症対策の推進を図るため、岐阜県ギャンブル等依存症対

策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 情報の収集及び意見交換 

（２） 事業実施状況についての評価 

（３） 岐阜県ギャンブル等依存症対策推進計画に関すること。 

（４） その他前３号に掲げる事項に関し必要なこと。 

 

（構成） 

第３条 協議会は、別表に掲げる委員（以下「委員」という。）で構成する。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。  

２ 任期途中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、これを妨げない。 

 

（会議） 

第６条 協議会は、県が招集する。 

２ 県は必要に応じて協議会にオブザーバーの出席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、岐阜県健康福祉部保健医療課において処理する。 

 

（秘密の保持） 

第８条 委員は、職務上知り得た個人的事項を他に漏らしてはならない。 
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（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 

 

別表 

 
 
   【構成委員】 

 構成機関 区分 
１ 医療法人杏野会各務原病院 医療従事者 

依存症治療拠点機関 
依存症相談拠点 

２ 医療法人静風会大垣病院 医療従事者 
依存症専門医療機関 
岐阜県精神病院協会長 
岐阜県精神保健福祉協会長 

３ 岐阜県医師会 医療従事者 
４ 岐阜県看護協会 医療従事者 
５ 岐阜県精神保健福祉士協会 保健福祉従事者 
６ 岐阜県臨床心理士会 保健福祉従事者 
７ 関市健康福祉部 市町村保健福祉関係者 
８ 岐阜県弁護士会 法務関係者 
９ 岐阜県司法書士会 法務関係者 
１０ 岐阜労働局 労務関係者 
１１ 岐阜県遊技業協同組合 関係事業者（パチンコ） 
１２ 岐阜県地方競馬組合 関係事業者（競馬） 
１３ 岐阜市行政部 関係事業者（競輪） 
１４ 大垣市経済部 関係事業者（競輪） 
１５ 日本貸金業協会岐阜支部 関係事業者（多重債務） 
１６ ギャマノン 家族 

 
 
  【オブザーバー】 

 団体名 
１ 岐阜県警察本部生活安全総務課 
２ 岐阜県環境生活部私学振興・青少年課 
３ 岐阜県環境生活部県民生活課 
４ 岐阜県健康福祉部地域福祉課 
５ 岐阜県健康福祉部障害福祉課 
６ 岐阜県健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課 
７ 岐阜県商工労働部労働雇用課 
８ 岐阜県農政部農政課 
９ 岐阜県教育委員会体育健康課 
１０ 岐阜県商工労働部商業・金融課 
１１ 岐阜県保健所長会 

 
 
  【事務局】 

 団体名 
１ 岐阜県健康福祉部保健医療課 
２ 岐阜県精神保健福祉センター 

 

 

 

 


